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令和８年度 杉並区農業委員会活動指針 

 

令和８年４月１日 

杉並区農業委員会 

 

 杉並区農業委員会は、様々な農業振興策を通じた地域農業の活性化や都市農業に

対する理解の促進に努めてきた。さらに、農地法等の所掌事務及び農地の保全と利

用促進のための諸制度の啓発・推進に努めてきた。 

今後もこれまで取り組んできた都市農業振興のための関係法や施策の普及・推進

及び地域住民との連携を強化するとともに、国などの行政機関への意見提出、農業

者へ的確な情報を伝え意見を集約する活動、及び都市農地の貸借の円滑化に関する

法律等の活用による適正な農地管理の推進に向けた活動を重点に置いた活動指針を

下記のとおり定めることとする。 

 

                  記 

 

１ 指針策定の視点 

区では、基本構想に基づく総合計画及び実行計画を定めている。当委員会とし

ては、更なる都市農業の維持・発展につながるよう、実行計画に定められている

「都市農業の支援・保全と地産地消の推進」や杉並区産業振興計画の実現に向け

て協力していく。 

さらに貸借の活性化など農地保全に向けた取組を行う農業関係団体と連携する

とともに、関係法令の改正等があった場合はその内容を踏まえ、指針に反映する。 

 

２ 活動計画等 

（１） 啓発・普及活動 

   ①区内農業の実態を踏まえ、新たな営農支援策の検討・助言を行う。 

②認定農業者制度の周知促進や認定件数を増やす活動を行う。 

③杉並産農産物を周知するため、農産物直販マップやのぼり旗、野菜袋等の

啓発グッズ、また農業者個人に焦点をあてた農業情報誌「杉並農人」を活

用したＰＲ活動に協力する。 

   ④ＪＡ、他自治体とも連携し、都市農業の重要性をＰＲする。 
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（２） 農地等の利用の最適化の推進 

   ①生産緑地法及び関係税制について重点的に啓発を行うとともに、生産緑地

制度のＰＲ活動を行う。また、平成８年以降に指定された生産緑地の特定

生産緑地の指定に向け、関係部署と連携し個別勧奨を実施する。 

②納税猶予制度の対象となる都市農地の貸借の円滑化に関する法律等による

貸借について、ＪＡ等関係機関・団体と連携し周知を図るとともに、将来

の担い手の状況を予測して認定都市農地貸付けを地域に普及するなどの農

地保全活動を重点的に展開していく。 

   ③生産緑地や相続税納税猶予制度適用農地について、農地利用状況調査等に

より営農状況を的確に把握し、適正管理の徹底に努める。 

   ④農業委員の日常活動について、「農業委員活動記録カード」を有効に活用

し記録の徹底に努める。また、活動記録カードの問題事例について対処方

法等を協議し共通認識を深め問題解決を図る。 

 

（３） 遊休農地の発生防止に関する目標および評価方法 

上記（２）を通し、引き続き、遊休農地の発生防止に取り組む。遊休農地

の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。単年度の

評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づ

く「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公

表」のとおりとする。 

 

遊休農地の解消目標 

 管内の 

農地面積(A) 

遊休農地 

面積(B) 

遊休農地 

の割合(B/A) 

現 状 

（令和８年３月） 

３５．８２ha ０ha ０％ 

３年後の目標 

（令和１１年３月） 

３５．８２ha ０ha ０％ 

目 標 

（令和１８年３月） 

３５．８２ha ０ha ０％ 
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（４） 企業的農業経営と担い手の育成・支援 

   ①農業経営の発展と経営者育成のため、都や農業会議等で実施する各種育成

事業への積極的対応を図る。 

    ②地域や農業類型別に組織された企業的農業経営集団は、杉並区の農業を担

う要であることから、今後さらに地域の期待に応えられるよう指導・育成

する。 

③農業者の営農意欲を高めるため、区民と農業者との交流を深める貴重な機

会である農業祭において、農産物品評会を実施し、入賞者等を表彰する。 

  ④農業者の営農意欲を高めるため、次の顕彰事業を実施する。 

ア 企業的農業経営を実践する先進農業者と杉並農業の発展のための推進 

力となる農業後継者を農業祭式典において表彰する。 

イ ＪＡの協力を得て候補者を選定し、農業関係功労者を表彰する。 

     

（５） 調査・情報提供活動等 

   ①区内農業の実態把握のため、農業経営実態調査を実施し、区内農業の状況、

農業者の意向等を確認する。 

   ②生産緑地法や都市農地の貸借の円滑化に関する法律等のほか、国や都等の

取組に関する情報を収集し、的確な対応を図る。 

   ③「農業委員会だより」を発行し、農業者に対して農業委員会活動の理解の

促進を図るとともに、活動内で収集した農業・農地に係る情報を発信する。 

 

（６） 農業のある地域づくりの推進 

   ①農業ボランティアの育成を進めるとともに、農業者とボランティアのマッ

チングをきめ細やかに行うことにより、高齢化や後継者不足に伴い、担い

手不足となっている農業者の支援につなげ、地域農業の振興を推進する。 

   ②農業体験農園の推進及び収穫体験や農業祭などの農業イベントの開催を支

援することで、区民に対して農にふれあう機会を提供する。 


